
（単位:％）

県税 県債

<95.2> <3.6>

99.4 100.2 104.8 39.2 16.6

<100.7> <3.7>

98.8 103.6 100.2 41.1 16.8

<116.8> <4.0>

106.0 119.1 82.9 46.2 13.2

<124.1> <4.8>

105.1 101.1 105.6 44.4 13.2

<93.3> <4.4>

101.7 113.1 65.6 49.4 8.5

<109.1> <4.8>

99.8 93.6 126.5 46.3 10.8

<114.6> <5.5>

98.9 100.3 95.7 47.0 10.5

<112.8> <6.2>

100.7 100.9 96.1 47.0 10.0

（100.6） <75.2> <4.5>

102.4 98.7 94.9 45.4 9.3

（100.5） <131.2> <5.6>

105.6 90.3 171.4 38.8 15.0

（101.9） <107.5> <5.8>

104.1 109.1 70.1 40.6 10.1

（102.7） <101.3> <5.6>

104.9 108.5 79.9 42.0 7.7

注1

2

第３　参考資料

当初予算（一般会計）年度別伸率の状況

年度 規模 県税 県債
構成比

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2019

 「県債」の欄の<　>は、臨時財政対策債、調整債及び除却債除きの計数。

2022

2020

　2021年度から2023年度までの(　)は新型コロナウイルス感染症対策関連事業を除いた
場合の計数。

2023

2021
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歳入予算の一般財源・特定財源内訳(一般会計)

（単位:千円）

予算総額

2兆9,657億
2,800万円

繰入金
財政調整基金
取崩し除く

128,378,588
(4.4%)

一般財源
1,903,680,002

(64.2%)

特定財源
1,062,047,998

(35.8%)

県税
1,246,700,000

(42.0%)

地方消費税清算金
380,363,000

(12.9%)

国庫支出金
433,097,172

(14.6%)

諸収入
226,185,103

(7.6%)

県債
228,607,666

(7.7%)

その他 45,779,469 (1.5%)
使用料及び手数料 33,765,507 (1.1%)
分担金及び負担金 9,518,069 (0.3%)
財産収入 2,398,673 (0.1%)
寄附金 97,220 (0.0%)

その他 276,617,002 (9.3%)
地方譲与税 137,217,001 (4.6%)
地方交付税 90,000,000 (3.0%)
財政調整基金取崩し 42,500,000 (1.4%)
地方特例交付金　 5,300,000 (0.2%)
交通安全対策特別交付金 1,600,000 (0.1%)
繰越金 1 (0.0%)

－14－



歳入予算の自主財源・依存財源別内訳（一般会計）

予算総額
2兆9,657億

2,800万円

（単位:千円）

自主財源
2,069,906,161

(69.8%)

依存財源
895,821,839

(30.2%)

県税
1,246,700,000

(42.0%)

地方消費税清算金
380,363,000

(12.9%)

国庫支出金
433,097,172

(14.6%)

その他 234,117,001 (7.9%)
地方譲与税 137,217,001 (4.6%)
地方交付税 90,000,000 (3.0%)
地方特例交付金 5,300,000 (0.2%)
交通安全対策特別交付金 1,600,000 (0.1%)

その他 216,658,058 (7.3%)
繰入金 170,878,588 (5.8%)
使用料及び手数料 33,765,507 (1.1%)
分担金及び負担金 9,518,069 (0.3%)
財産収入 2,398,673 (0.1%)
寄附金 97,220 (0.0%)
繰越金 1 (0.0%)

諸収入
226,185,103

(7.6%)

県債
228,607,666

(7.7%)
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扶助費

329,153,160 

(11.1%)

公債費

377,294,196 

(12.7%)

貸付金

184,005,077 

(6.2%)

その他

958,524,626 

(32.3%)

性質別歳出の状況（一般会計）

（単位:千円）

予算総額
2兆9,657億

2,800万円
義務的経費

1,304,724,827
(44.0%)

その他経費
1,342,849,874

(45.3%)

投資的経費
318,153,299

(10.7%)

公共事業
166,624,899

(5.6%)

単独事業
150,177,021

(5.1%)

災害復旧事業
1,351,379
(0.0%)

単独補助金
111,913,895

(3.8%)

繰出金
88,406,276

(3.0%)

人件費
598,277,471

(20.2%)
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福祉医療費

720,115,822

（24.3%）

教育・スポーツ費

513,166,535

(17.3%)

公債費

377,294,196

(12.7%)

経済労働費

235,911,628

(8.0%)

建設費

201,483,255

(6.8%)

警察費

176,595,301

(6.0%)

総務企画費

100,270,411

(3.4%)

農林水産費

81,123,981

(2.7%)

諸支出金

539,028,257

(18.2%)

目的別歳出の状況（一般会計）

（単位:千円）（単位:千円）

予算総額
2兆9,657億

2,800万円

その他 20,738,614 (0.6%)
議会費 3,366,405 (0.1%)
県民環境費 15,720,830 (0.5%)
災害復旧費 1,351,379 (0.0%)
予備費 300,000 (0.0%)

－17－



福祉医療費

24.3%

教育・スポーツ費

17.3%

公債費

12.7%

経済労働費

8.0%

建設費

6.8%

警察費

6.0%

総務企画費

3.4%

農林水産費

2.7%

諸支出金

18.2%

目的別歳出の状況（一般会計）

県民一人当たりの歳出額

2022年1月1日住民基本台帳人口　 7,528,519 人

(95,652円)

(68,163円)

(50,115円)
(31,336円)

(26,763円)

(23,457円)

(13,319円)

(10,775円)

(393,932円)

(71,598円)

予算総額
2兆9,657億

2,800万円

その他 0.6% (2,754円)
議会費 0.1% (447円)
県民環境費 0.5% (2,088円)
災害復旧費 0.0% (179円)
予備費 0.0% (40円)
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○ 歳出規模は、２０２０年度以降、新型コロナウイルス感染症対策に係る累次の補正予算を編成し大きく増加。
２０２３年度も当初予算としては過去最大（※）。
○ 県税収入は、新型コロナウイルス感染症の影響が拡大する前の水準を回復。
○ 義務的経費は、定年引上げに伴う人件費の減により減少するが、退職手当平準化基金積立金を含めると増加して
おり、依然として厳しい財政状況が続く。

（※）新型コロナウイルス感染症対策関連事業については、感染の第７波実績（２０２２年７月～１０月）ベースで年間所要額を計上。

14,135
13,339

9,608
9,158 8,938

9,255
9,989

11,185
12,497 12,663

11,923 12,275 12,006 11,553 11,983
12,845 12,467

23,155
23,928 24,321

22,646 22,563 22,418 22,813
23,812

25,342
24,655 24,627 24,820 24,676

27,948

33,263

31,129

29,657

12,131 12,464

11,914 12,402 12,658 12,637 12,732 12,865 13,096 13,207
12,497 12,554 12,590 12,734

13,654
13,088

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

歳出規模と県税収入の推移

義務

（億円）

歳出規模

県税収入

義務的経費
（人件費、扶助費、公債費）

（年度）（注）1 2021年度までは決算額。2022年度は最終予算見込額。2023年度は当初予算見込額。
2 歳出及び義務的経費は借換債除きの規模。(義務的経費は最終予算額)
3 2023年度義務的経費の（ ）は、退職手当平準化基金積立金（96億円）を含めた場合の規模。

（13,143）

13,047－
1
9
－



（単位：億円）

2023年度
2024年度

見込
合計

退職手当　Ａ
　現行60歳定年
　の退職者分

123 315 438

基金の活用　Ｂ
(積立て・取崩し）

96 △96 0

財政負担　Ａ＋Ｂ 219 219 438

積立て 取崩し

退職手当の支給に係る財政負担の平準化 

１．職員の定年年齢の引上げ 

〇 職員の定年等に関する条例の一部改正（2022 年 10月 18 日公布、2023 年４月１日施行）により、職
員の定年年齢が 2023 年度から２年に１歳ずつ、６０歳から６５歳に段階的に引き上げられる。 

        （参考）2022年度末の職員の年齢及び定年年齢 

 
 
 
 
 
 
 

 

２．退職手当支給見込及び基金を活用した財政負担の平準化 

〇 全員が新たな定年で退職した場合、

２年に１度定年退職者がいなくなり、
その年度は退職手当が生じない。 

〇 一方、６１歳定年対象者に対する意

思確認を行った結果、約４割が６０歳
での退職を希望し、残りの約６割が新
たな定年で退職する意向が示された。 

〇 今後も同様の傾向と仮定した場合、退
職手当支給額は右図のとおり年度間の
増減が見込まれる。 

 

 

 

 

〇 このため、退職手当平準化基金を活
用することにより、年度間の財政負担

の増減を２か年度間隔で平準化。 

 
＜2023 年度当初予算額の積算方法＞ 
 退職者見込数を基に、2023 年度と 2024
年度の退職手当所要額を積算し、その平
均値が各年度の財政負担となるよう、
2023 年度に基金へ所要額を積み立て、
2024 年度に取り崩す。 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

59歳
(1963年度生)

60歳
61歳

【定年】

58歳
(1964年度生)

59歳 60歳 61歳
62歳

【定年】

57歳
(1965年度生)

58歳 59歳 60歳 61歳 62歳
63歳

【定年】

56歳
(1966年度生)

57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳
64歳

【定年】

55歳
(1967年度生)

56歳 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳
65歳

【定年】

65歳61歳 62歳 63歳 64歳

各年度の
定年年齢

2022年度末
の職員の年齢

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

25

50

75

100

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

100

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

60 60 60 60 60

0

25

50

75

100

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

（年度）

（年度）

61歳 62歳 63歳 64歳 65歳

61歳 62歳 63歳 64歳 65歳

60歳 60歳 60歳60歳 60歳

全
員
定
年
退
職

意
思
確
認
反
映

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0

25

50

75

100

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

60歳60歳 60歳 60歳

1963
年度生

※各年度の退職手当支給額
を100と仮定した場合1964

年度生
1965

年度生
1966

年度生

60歳

1967
年度生

引
上
げ
前

（手当支給額）

（年度）

100

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

0

25

50

75

100

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

基金積立30

財政負担 基金取崩し30

（年度）

財
政
負
担
の
平
準
化

 60歳に達した日以後に、新たな定年前
の退職を選択した職員が不利にならない
よう、当分の間、退職手当の算定に当た
っては、現行の 60歳定年時の退職手当額
と同水準を確保できるように算定する。 
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（注） 1　2021年度までは決算額。2022年度は最終予算見込ベース、2023年度は当初予算見込ベース。

2　減債基金（任意積立分）とは、県債の償還に備えて任意に積み立てるもの。

3　減債基金（満期一括償還分）及び美術品等取得基金は含まない。

397 404 482 445 400 440
560 506 507 506 503 502 515

387 464 543 587

210

490

1,234
1,063

780 622 488
341 374 394 480 488 494

537
502 443 382

201

502

201 582

73

21 61
701 701 701

702

1,102 954
954

1,454

1,825

1,401

505

1,288

1,295

1,298

1,300

1,061
883

883 883 884
884

884
884 999

999

1,000

1

1,313

2,684

3,212

3,388

2,553

2,144

1,992

2,431 2,465 2,485
2,569

2,976
2,847 2,877

3,419

3,811

2,371

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
（年度）

基金残高の推移
（億円）

減債基金（任意積立分）

財政調整基金

法定又は国の施策による基金

その他特定目的基金

○ ２０２２年度に予定していた減債基金（任意積立分）９９９億円、財政調整基金２６１億円の取崩しは、２月補正で全額を取止め。
〇 さらに、２０２２年度の法人二税収入等の増加に伴う交付税の後年度減額精算に備えるため、３７０億円を財政調整基金へ積立て。
〇 ２０２３年度は、減債基金（任意積立分）９９９億円及び財政調整基金４２５億円、合わせて１，４２４億円を取り崩すが、財政調整
基金残高は１，４０１億円を確保。

－
2
1
－



29,828 29,201 28,749
27,582 26,445 25,517 24,368 23,466 22,809 22,038 21,266 20,711 20,567 20,227 19,985 20,313 20,054

7,039 8,894
12,670 16,070 18,684 21,193 23,364 24,691 24,938

25,058 25,835 25,989 25,961 26,479 26,763 26,227
25,301

1,675
2,155

2,128
2,641

3,193

3,721
4,418

5,023 5,533 5,992 6,589 7,166 7,497 7,717
9,083 8,743

8,950

<38,542>
<40,250>

<43,547>

<46,293>

<48,322>

<50,431>
<52,150>

<53,180> <53,280> <53,088> <53,690> <53,866> <54,025> <54,423>
<55,831> <55,283>

<54,305>

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

<30,051> <30,505> <31,698><7,453> <9,493>
<13,315> <16,921> <19,871> <22,696> <25,273> <26,845> <27,444>

<28,052> <29,279> <29,830>

（注）1 2021年度までは決算額。2022年度は最終予算見込ベース、2023年度は当初予算見込ベース。

2 減債基金（満期一括償還分）とは、一定の年限後（満期）に全額償還する方式の県債について、その償還に備えて、総務省が示す積立ルールに基づき毎年度発行額の30分の1を積み

立てるもの。

3 実質的な残高とは、名目上の残高から減債基金（満期一括償還分）積立残高を控除した額を指す。< >は名目上の残高。

4 特例的な県債は、臨時財政対策債、減収補塡債（特例分）、減税補塡債、臨時税収補塡債、退職手当債、調整債、第三セクター等改革推進債、除却債、猶予特例債の計としている。

（年度）

（億円）

県債残高の推移
減債基金（満期一括償還分）の積立残高
特例的な県債の実質的な残高
通常の県債の実質的な残高

<31,089> <30,757>
<28,451>

<23,974> <23,918> <24,133>

○ 通常の県債の実質的な残高は、必要な公共投資に積極的に対応する一方、着実に償還を進め、２０２３年度末の残高は「あいち

行革プラン２０２０後半期の取組」においても維持することとした数値目標（２０１９年度決算以下）を堅持。

○ 特例的な県債である臨時財政対策債の発行が減少し、２０２３年度の県債残高全体も前年度から減少する見込み。

<30,232> <29,372>

<24,706>

<27,735>
<26,877> <26,335> <25,836> <25,036> <24,411> <24,036>

<30,577>
<29,828>

<24,477>

－
2
2
－



　　　（臨時財政対策債発行可能額振替前の基準財政需要額と基準財政収入額の差額）及び財政力を考慮して算出する財源

　　　不足額基礎方式により算定されるものであり、財政力が高い団体ほど臨時財政対策債の配分割合が大きくなる仕組みとさ

　　　れている。

＊　調整債 … 法人事業税及び法人県民税法人税割の国税化に伴う減収額を補塡するために認められた特例地方債。

＊　除却債（公共施設等の除却に係る地方債） … 公共施設等総合管理計画に基づいて行われる公共施設等の除却につい

　　　て認められた特例地方債。

県債発行の状況（当初予算ベース）

＜特例的な県債＞

＊　臨時財政対策債 … 2001年度の地方財政対策において設けられた特例地方債。地方交付税の振替措置であり、後年度

　　　にその元利償還額の100％が交付税算定上の基準財政需要額に算入される。発行可能額は、各地方団体の財源不足額
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2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

２，２８６

３，１１４

（注）各年度は当初予算額。その他の特例的な県債は、調整債、除却債の計としている。

臨時財政対策債
その他の特例的な県債

通常の県債（億円）

２，７２６

３，２８７

２，６１０

２，１５６

２，５０９
２，３８０

４，０８０

○ ２０２３年度は、地方交付税の振替措置である臨時財政対策債の発行額の大幅な減少によ
り、全体では２０２２年度に比べ減少となる見込み。

２，８６０
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　　　公債費の状況（当初予算ベース）

1,651 1,637 1,695 1,717 1,725 1,722 1,718 1,708 1,758 1,788

759 718 633 582 538 487 423 385 346 320

22 19 17 18 23
21 20 26 21 18

1,269 1,370 1,412 1,447 1,492 1,520 1,560 1,735 1,654 1,647
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（億円）

３，７７８ ３，７７３
３，７０１ ３，７４４ ３，７５７ ３，７６４

市場公募債等満期一括償還積立

公債諸費

利子（一時借入金を含む）

元金

（注）各年度は当初予算額。

３，７５０ ３，７２１
３，８５４

３，７７９

○ ２０２３年度は、これまでに発行した県債の元金償還金や、減債基金への満期一括
償還分の積立金が多額となっており、引き続き高止まりの状況にある。

○ 当面の財政運営のために県債を積極的に活用しつつ、公債費の今後の動向に十分
留意していく。

－24－


